
 
 

 
 
 

第 2４期 第３回 

 

北広島市農業委員会総会議事録 
 

会期 自 令和 2 年８月 2５日 

至 令和 2 年８月 2５日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

北 広 島 市 農 業 委 員 会 
 
 

  
                                                                                                                             



- 1 - 
 

  

第24期 第3回 北広島市農業委員会総会議事録 

 

令和2年8月25日（火）13時30分、第3回北広島市農業委員会総会を北広島市役所5階議場に招

集する。 

 

１  議事日程 

日程第1  議事録署名委員の指名 

日程第2  会期の決定 

日程第3  報告第1号  農地転用事業完了による専決処分について 

日程第4  議案第1号  現況証明願について 

日程第5  議案第2号  農地法第3条の規定による許可申請について 

日程第6  議案第3号  北広島市都市計画審議会委員の推薦について 

日程第7   議題第4号  現地調査委員の指名について 

日程第8  その他 諸報告 

 

２ 応招委員  1番 茶木  義行 委員   2番 宮北  輝 委員   3番 佐藤 芳之介 委員 

4番 佐々木 珠惠 委員  5番 安宅  一夫 委員  6番 塚本 能信 委員   

7番 三戸  修 委員 

     

３ 農地利用最適化推進委員出席者  坂本 勝則 委員 田村 智幸 委員 

森越 信幸 委員 山田 智美 委員 

 

４ 欠席委員    阿部 知博 委員 

 

５ 事務局出席者  事務局長 砂金 和英  事務局次長 遠藤 智   主査  武山 伍織 

５ 事務局出席者  主査   中尾 謙介  主任   安井 勝徳   主事  門間 亮太 

４ 事務局出席者   

 

（開会宣言  13時30分） 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

議 長 

 

茶 木 委 員 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

議 長 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

議 長 

 

茶 木 委 員 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

＜日程第1：「議事録署名委員の指名」＞ 

日程第1、「議事録署名委員の指名」を行います。本日の署名委員として総会規則第14条

の規定により5番 安宅委員、6番 塚本委員、以上2名を指名いたします。 

 

＜日程第2：「会期の決定」＞ 

日程第2、「会期の決定について」お諮りいたします。本会議の会期は、令和2年8月25

日、本日1日と決したいと思います。ご異議ございませんか。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。会期は本日1日と決しました｡ 

 

＜日程第3：報告第1号「農地転用事業完了による専決処分について」＞ 

 報告第1号「農地転用事業完了による専決処分について」を議題といたします。事務局か

ら、報告案件の朗読をお願いいたします。 

（報告案件朗読） 

報告案件の朗読が終わりました。この案件につきましては、現地調査委員会による現地調

査が実施されていますので、茶木委員長より調査結果の報告をお願い致します。 

令和2年8月18日、農地転用事業完了による現地調査を、宮北委員、佐藤委員、私の3

名で実施いたしましたので、結果についてご報告いたします。 

番号1、○○○○○から転用完了報告のあった土地ですが、旅客車輌駐車場の設置を目的

とし、農地法第5条許可を受けた転用事業について、完了報告を受け調査したものです。 

現地の状況は、事業計画のとおり完了していることを確認しましたので、報告のとおり、

農地転用事業は完了と認めました。以上、現地調査結果報告といたします。 

ご苦労様でした。これより質疑を行います。何かございませんか。私から一つ良いですか。

転用地の地目ですが、畑ではなく田ではないでしょうか。 

現況地目は畑となっております。 

わかりました。他にございませんか。 

（「質疑なし。」の声） 

質疑なしと認めます。報告第1号は、報告のとおり承認することにご異議ございませんか。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。報告第1号は、報告のとおり承認することに決しました。 

 

＜日程第4：議案第1号「現況証明願について」＞ 

議案第1号「現況証明願について」を議題といたします。事務局から、議案の朗読をお願

いいたします。 

（議案朗読） 

議案の朗読が終わりました。この案件につきましては、現地調査委員会による現地調査が

実施されていますので、茶木委員長より調査結果の報告をお願い致します。 

 令和2年8月18日、現況証明願による現地調査を宮北委員、佐藤委員、私の3名で実施

しましたので、結果についてご報告いたします。 

 番号1、○○○○○願出地ですが、所有者は○○○○で、場所は○○○地区、○○○○○

○○付近に位置する土地でございます。現地の状況は、十年以上にわたり耕作されておらず、

雑草、雑木が繁茂し、農地への復元が困難と認められますので、「非農地」と認定いたしま

した。以上、現地調査結果報告といたします。 

ご苦労様でした。それでは質疑を行います。図面上では、建物が建っているように見えま

すが、既存的には建物は建っていますか。 

只今の質問にお答えいたします。図面上では建物が建っておりますが、過去に農業用倉庫

として使用していた建物が建っております。こちらにつきましては、200㎡未満の建物とな

っておりますので、農地法等の許可は不要で建設可能となっております。以上です。 
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議 長 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

議 長 

 

茶 木 委 員 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

茶 木 委 員 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

宮 北 委 員 

 

議 長 

佐々木委員 

議 長 

事 務 局 

 

 

 

 

 

議 長 

茶 木 委 員 

事 務 局 

 

 

 

 

他にございませんか。 

（「質疑なし。」の声） 

質疑なしと認めます。議案第1号は提案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。議案第1号は、提案のとおり決定いたしました。 

 

＜日程第5：議案第2号「農地法第3条の規定による許可申請について」＞ 

議案第2号「農地法第3条の規定による許可申請について」を議題といたします。事務局

から、議案の朗読をお願いいたします。 

（議案朗読） 

議案の朗読が終わりました。これより質疑を行います。何かございませんか。茶木委員ど

うぞ。 

この○○○○○○○○ですが、以前も○○○で畑を購入していますが、今の経営状態と現

在所有している○○の土地で作付しているのか、作付していたらその状況など教えてくださ

い。 

只今の質問にお答えいたします。○○○○○○○○ですが、2 月に○○○の土地 12,706

㎡を購入しております。そちらは牧草地として使用しております。所有している○○の

19,768 ㎡の土地につきましては、一部畑として耕作している部分もございますが、全体と

しては不耕作となっております。こちらにつきましては、今回の申請地と共に、小桑を栽培

する予定です。以上です。 

 ○○の土地を購入したときは、野菜などを作付すると言っていましたが、当時と話が違い

ますよね。 

 茶木委員のご指摘のとおり、計画通り作付されていないという経緯がございます。すでに

所有している○○の土地は、平成 10 年に取得した土地で、当時は野菜などを作付する計画

で許可となっていますが、平成 26 年に、耕作されていない旨を法人へ連絡し、その後野菜

など作付しておりましたが、現在、不耕作となっております。 

今回は経営規模拡大ということで申請をしておりますが、事務局からは不耕作の土地も耕

作することをご約束いただかなければ、許可はできない旨を当該法人へ説明いたしました。

その上で、不耕作の土地も併せて小桑を栽培したいという計画を申請されています。以上で

す。 

 他にございませんか。宮北委員どうぞ。 

 農地所有適格法人の要件を満たしていると思いますので、購入はできるということですよ

ね。今回の申請地は、今は耕作されていますか。 

 これに関して、他にみなさんからありませんか。佐々木委員どうぞ。 

 ○○○○○では、何を耕作していて、どれぐらいの規模の法人なのでしょうか。 

 それでは、2名の委員からの質疑について答弁を願います。 

 まず、宮北委員の質問にお答えいたします。現在の申請地の状況についてですが、事務局

でも現地を確認しましたが、現在は不耕作となっておりまして、今年は雑草が生えている状

況となっております。今年度に整地し、小桑を植えるという計画になっております。 

続きまして、佐々木委員の質問にお答えいたします。○○○○○で農業をされていますが、

○○○○○では約105haの農地を所有・借入しておりまして、主に水稲・牧草・小麦を栽培

しております。また、補足ですが、○○○○○では認定農業者となっております。以上です。 

 他に何かございませんか。茶木委員どうぞ。 

 ○○○○○○○○が北広島市にきて農業をやる理由など聞いていますか。 

 只今の質問にお答えいたします。現在所有している○○の土地ですが、過去に○○○○○

○○○という法人で取得をしておりましたが、○○○○○○○○が吸収合併でしたという経

緯がございます。先ほどもお話ししましたが、今回ここで小桑を栽培したいということにな

っておりますが、販路が○○○にある和菓子製造業を営む関連会社でございますので、近郊

の北広島市でやっていきたいということになっております。以上です。 
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議 長 

宮 北 委 員 

事 務 局 
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 他にございませんか。宮北委員どうぞ。 

 小桑は収穫まで何年かかりますか。 

 只今の質問にお答えいたします。小桑は6年目から収穫がされる予定になっております。

こちらにつきましては、営農計画を出していただいておりますが、小桑1㎏あたり500円の

販売計画をしております。以上です。 

 もう少し議論を深めたいとなれば、ここで暫時休憩としたいと思います。よろしいですか。

それでは暫時休憩といたします。 

 （暫時休憩） 

 本申請につきましては、許可をした後、定期的に農業委員会として農地の利用を確認して

いくということで、質疑終了でよろしいですか。 

（「質疑なし。」の声） 

質疑なしと認めます。議案第2号は、提案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。議案第2号は、提案のとおり決定することに決しました。なお、

許可書の文面の中で計画内容と相違が生じる場合は、許可を取り消す等の条件を付け加える

ということでお願いいたします。 

 

＜日程第6：議案第3号「北広島市都市計画審議会委員の推薦について」＞ 

議案第3号「北広島市都市計画審議会委員の推薦について」を議題といたします。事務局

から、議案の朗読をお願いします。 

（議案朗読） 

議案の朗読が終わりました。何か質疑ございませんか。 

（「質疑なし。」の声） 

質疑なしと認めます。議案第3号は、提案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。議案第3号は、提案のとおり決定することに決しました。 

 

＜日程第7：議案第4号「現地調査委員の指名について」＞ 

議案第2号「現地調査委員の指名について」を議題といたします。現地調査委員の指名に

つきましては、現況証明事務処理規程第 5 条の規定により、私から指名いたします。4 番    

佐々木委員、5 番 安宅委員、6 番 塚本委員、調査補充委員として、7 番 三戸委員を指

名いたします。 

 

＜日程第8：「その他、諸報告について」＞ 

 諸報告を行います。事務局から発言を求められておりますので、これを許します。 

それでは、諸報告を行います。次回の第4回農業委員会総会でございますが、9 月30 日

の水曜日、午後1時30分から本議場で予定をしております。次に、会長と事務局の動静報

告でございます。資料をご覧ください。7 月 20 日に農業委員会委員任命書交付式が行われ

ました。その後、午後１時30分から第1回農業委員会総会、28日は農業委員会制度等研修

会、農地利用最適化推進委員委嘱状交付式、第2回農業委員会総会が開催されまして、総会

の後に、農業委員会委員協議会の臨時総会がございました。8月7日に石狩地方農業委員会

連合会臨時総会がございまして、会長と事務局が出席いたしました。12 日には、市町村農

業委員会事務局長研修会がございまして、事務局次長が代理出席しております。8 月 24 日

北海道農業会議臨時総会・第5回理事会がございまして、会長が出席しております。本日は

第3回農業委員会総会でございまして、9月30日、第4回農業委員会総会が午後1時30分

から本議場で予定しております。議会の動きですが、第 3 回定例会が 9 月 8 日火曜日から

10月1日木曜日まで開かれます。次に次回現地調査委員会についてですが、9月16日水曜

日午前 9 時から予定しております。指名のありました委員の方々よろしくお願いいたしま

す。以上です。次に農地利用状況調査について事務局から説明がございますので、よろしく
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事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

お願いいたします。 

現地調査委員会に関連しまして、事前にお配りしております2枚の資料、農地利用状況調

査・荒廃農地状況調査について及び昨年の調査結果をまとめた資料になります。 

平成21年の農地法改正により、農業委員会は毎年1回、市町村区域内の全農地の利用状

況について利用状況調査、いわゆる農地パトロールを行わなければならないとされました。

また、利用状況調査にて、荒廃農地と判断した農地の荒廃状況を調査する荒廃農地の発生解

消状況に関する調査についても利用状況調査と併せて実施することとされています。 

まずは昨年度の結果をご覧ください。委員の皆様に農地の確認をいただき、問題なし、Ａ、

Ｂ、非農地の判断をしていただきます。問題なしは作付けや維持・管理がなされているとい

う農地、Ａは再生利用が可能な荒廃農地、Ｂは再生利用が困難と見込まれる荒廃農地、さら

にＢの中で農地ではないという判断となれば、非農地通知を発送するという流れになってお

ります。 

昨年度は、Ａ判定が45筆、約23ha、Ｂ判定が3筆、約0.6ha、非農地通知を発出したの

が4筆、約2.8haとなっております。問題なしについては記載のとおりです。違反転用につ

きましては、約5.8haあり、引き続き北海道などの関係団体と協力の上、是正に向けて取り

組んでまいります。 

今年度につきましては、9月から利用状況調査、荒廃農地状況調査を実施したいと考えて

おります。調査の流れですが、事前に事務局が市内全ての農地の利用状況を調査します。こ

れにつきましては事務局と市の農政課が連携して調査を行います。その後、推進委員及び農

業委員の皆様に現地を見ていただき、農地・非農地の判断をお願いしたいと思います。 

現地の確認は、9月から11 月までの3 か月間で実施したいと考えております。現地調査

日につきましては、現況証明願等の案件が無くても利用状況調査を予定していただきたいと

思います。以上でございます。 

皆さまから何かございませんか。9月から利用状況調査が始まるということで、現地調査

委員に当たった方はよろしくお願いいたします。なければ、以上をもちまして第3回北広島

市農業委員会総会を閉会といたします。ご苦労様でした。 
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（閉会宣言 14時 30分） 
 
 
 以上、総会議事を記録し、正確を期するためここに署名する。 

 
 
令和  年  月  日   

 
 
 

    
議 長 

  
署 名               

 
議事録署名委員 

 
   番 

 
署 名 

 
議事録署名委員  

 
   番 

 
署 名 

 
 


